
                         

 

毎
年
六
月
に
開
催
し
て
い
る
「
第
一
回

障
害
者
雇
用
サ
ポ
ー
ト
セ
ミ
ナ
ー
」
に
つ

い
て
、
今
年
度
は
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス

の
影
響
で
、
オ
ン
ラ
イ
ン
に
よ
る
動
画
配

信
方
式
で
実
施
し
ま
し
た
。 

一
四
六
名
の
方
か
ら
お
申
込
み
が
あ

り
、
七
月
二
〇
日
～
三
十
一
日
ま
で
、
当

セ
ン
タ
ー
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
に
講
演
動
画

を
公
開
し
ま
し
た
。 

第
一
部
は
、
厚
生
労
働
省
埼
玉
労
働
局 

職
業
安
定
部 
職
業
対
策
課 

雇
用
開
発

係
長 

諸
井
美
智
子
氏
よ
り
「
令
和
二
年

度 

取
扱
い
助
成
金
に
つ
い
て
」
、
第
二
部

で
は
、
株
式
会
社 

沖

ワ
ー
ク
ウ
ェ
ル 
代
表

取
締
役
社
長 

堀
口
明

子
氏
よ
り
「
コ
ロ
ナ
禍

に
お
け
る
障
害
者
雇
用
へ
の
取
り
組
み 

～
テ
レ
ワ
ー
ク
の
活
用
～
」
、
第
三
部
で

は
、
「
難
病
の
あ
る
方
の
就
労
支
援
に
つ

い
て
」
浦
和
公
共
職
業
安
定
所 

難
病
患

者
就
職
サ
ポ
ー
タ
ー
薄
田
た
か
子
氏
、
就

労
支
援
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
Ｏ
Ｎ
Ｅ 

代
表 

中
金
竜
次
氏
に
講
演
い
た
だ
き
ま
し
た
。 

ア
ン
ケ
ー
ト
で
は
、
諸
井
氏
の
講
演
に

つ
い
て
「
助
成
の
内
容
を
、
カ
テ
ゴ
リ
ー

別
に
明
示
し
た
資
料
と
と
も
に
、
説
明
い

た
だ
い
た
の
で
、
情
報
を
理
解
し
や
す
か

っ
た
」
「
雇
用
関
係
助
成
金
の
部
で
は
、

自
社
も
チ

ャ
レ
ン
ジ

で
き
る
の

で
は
と
前

向
き
に
な

れ
る
内
容

が
あ
っ
た
」

な
ど
の
感

想
を
い
た

だ
き
ま
し

た
。 

ま
た
、
堀
口
氏
の
講
演
に
つ
い
て
は
、

「
障
が
い
者
の
テ
レ
ワ
ー
ク
は
、
と
て
も

ハ
ー
ド
ル
が
高
い
と
感
じ
て
い
た
が
、
事

例
を
拝
見
し
、
自
社
で
も
実
現
は
不
可
能

で
は
な
い
事
だ
と
感
じ
た
」
「
実
際
の
職

場
環
境
も
見
せ
て
頂
き
、
重
い
障
害
の
方

で
も
、
環
境
し
だ
い
で
様
々
な
可
能
性
が

あ
る
こ
と
を
知
る
こ
と
が
で
き
た
」
な
ど

の
感
想
が
寄
せ
ら
れ
ま
し
た
。 

薄
田
氏
、
中
金
氏
の

講
演
で
は
、
「
今
回
の

講
演
を
拝
聴
す
る
こ

と
で
、
難
病
へ
の
理
解

を
深
め
、
ノ
ー
マ
ラ
イ
ゼ
ー
シ
ョ
ン
に
お

け
る
誰
で
も
当
た
り
前
の
生
活
が
送
れ

る
こ
と
を
望
ん
で
い
ま
す
」
「
難
病
患
者

の
う
ち
、
一
般
雇
用
の
方
に
つ
い
て
は
、

職
場
で
必
要
な
配
慮
に

ど
の
よ
う
な
も
の
が
あ

る
か
解
説
が
あ
り
、
と

て
も
参
考
に
な
っ
た
」

な
ど
の
感
想
が
あ
り
ま
し
た
。 

初
め
て
の
試
み
で
臨
ん
だ
オ
ン
ラ
イ

ン
に
よ
る
動
画
配
信
に
つ
い
て
は
、
「
時

間
を
気
に
せ
ず
視
聴
で
き
、
ま
た
気
に
な

っ
た
と
こ
ろ
を
見
返
す
こ
と
が
で
き
た

の
は
便
利
だ
っ
た
」
な
ど
の
評
価
を
い
た

だ
き
ま
し
た
。 

よ
り
充
実
し
た
内
容
を
皆
様
に
お
届

け
で
き
る
よ
う
、
引
き
続
き
取
り
組
ん
で

ま
い
り
ま
す
。 
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堀口氏講演の動画配信画面 

 

 

 

諸井氏 

 

 

 

 

薄田氏 

 

 

 

 

中金氏 



        

厚
生
労
働
省
埼
玉
労
働
局
は
、
令
和
元

年
度
の
障
害
者
の
職
業
紹
介
状
況
等
を

取
り
ま
と
め
、
公
表
し
ま
し
た
。
ハ
ロ
ー

ワ
ー
ク
を
通
じ
た
障
害
者
の
新
規
求
職

申
込
件
数
は
一
０
，
九
四
六
件
で
、
対
前

年
度
比 

三
．
五
％
の
増
と
な
り
、
就
職
件

数
は
四
，
三
五
一
件
で
、
対
前
年
度
比 

０
．

四
％
の
減
と
な
り
ま
し
た
。
ま
た
、
就
職

率
に
つ
い
て
は
三
九
．
七
％
で
、
対
前
年

度
差 

一
．
六
ポ
イ
ン
ト
の
減
と
な
り
ま

し
た
。 

産
業
別
の
就
職
件
数
は
、
多
い
順
に

「
医
療
、
福
祉
」（
一
，
二
五
八
件
、
構
成

比 

二
八
．
九
％
）
、「
卸
売
業
、
小
売
業
」

（
五
七
七
件
、
同
一
三
．
三
％
）
、「
製
造

業
」（
五
四
八
件
、
同
一
二
．
六
％
）
、「
複

合
サ
ー
ビ
ス
事
業
・
サ
ー
ビ
ス
業
」（
五
０

二
件
、
同
一
一
．
五
％
）
と
な
り
ま
し
た
。 

ま
た
、
障
害
者
の
雇
用
の
促
進
等
に
関

す
る
法
律
（
障
害
者
雇
用
促
進
法
）
第
八

十
一
条
第
１
項
及
び
第
２
項
の
規
定
に

よ
り
、
ハ
ー
ワ
ー
ク
に
届
け
出
の
あ
っ
た

障
害
者
の
解
雇
者
数
は
、
二
十
七
人
で
し

た
（
平
成
三
十
年
度
は
四
十
人
）
。 

＊
詳
細
は
、
埼
玉
労
働
局
Ｈ
Ｐ
、 
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を
ご
参

照
く
だ
さ
い
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障
害
者
の
雇
用
の
促
進
や
雇
用
の
安

定
に
関
す
る
取
り
組
み
の
実
施
状
況
な

ど
が
優
良
な
中
小
事
業
主
を
厚
生
労
働

大
臣
が
認
定
す
る
制
度
が
本
年
度
よ
り

始
ま
っ
て
い
ま
す
。 

『
も
に
す
』
と
い
う
愛
称
は
、
企
業
と

障
害
者
が
明
る
い
未
来
や
社
会
の
実
現 

           

 
 

 

   

に
向
け
て
【
と
も
に
す
す
む
】
と
い
う
思

い
か
ら
名
づ
け
ら
れ
て
い
ま
す
。 
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 就職件数 対前年度差 就職率 

身体障害者 ９５４ 件 ５７件減 

（5.6 %減） 

34.6％ 

（1.3 ポイント減） 

知的障害者 ９９４ 件 １０件増 

（1.0 %増） 

60.0％ 

（2.4 ポイント増） 

精神障害者 ２，１３５ 件 ３５件減 

（1.6 %減） 

37.8％ 

（2.6 ポイント減） 

その他の障害者 ２６８ 件 ６３件増 

（30.7 %増） 

30.5％ 

（0.5ポイント増） 

合  計 ４，３５１ 件 １９件減 

（0.4 %減） 

39.7％ 

（1.6 ポイント減） 

  令和元年度 ハローワークにおける障害者の職業紹介状況等 

情 

報 

ひ 

ろ 

ば 
 

令
和
二
年
度 

第
二
回
障
害
者
雇
用
セ
ミ
ナ
ー
の
ご
案
内 

基 

調 

講 

演 

・
・
・

法
政
大
学
現
代
福
祉
学
部
教
授 

眞
保
智
子
氏 

雇
用
事
例
発
表
・
・
・
両
宜
会 

特
別
養
護
老
人
ホ
ー
ム
ひ
び
き
施
設
長 

土
居
敦
志
氏 

※
オ
ン
ラ
イ
ン
に
よ
る
動
画
配
信
で
行
い
ま
す
。 

公 
開 
期 

間 
 

 

九
月
十
五
日
（
火
）
～ 

九
月
十
八
日
（
金
） 

申
込
み
締
切
日 

 

九
月
四
日
（
金
） 

＊
必
ず
事
前
の
申
し
込
み
が
必
要
に
な
り
ま
す
。 

＊
お
申
込
み
・
ご
視
聴
ま
で
の
流
れ
な
ど
詳
細
は
、
近
日
中
に
、
当
サ
ポ
ー
ト
セ
ン
タ
ー

の
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
【
セ
ミ
ナ
ー
等
】
に
掲
載
い
た
し
ま
す
。 

- 

障害者雇用優良中小事業主の認定基準項目 

① 評価基準に基づき、20 点（特例子会社は 35点）

以上得ること 

② 法定雇用率を達成していること 

（雇用義務がない場合でも、雇用率制度の対象となる 

障害者を１名以上雇用していること） 

③ 過去に認定を取り消された場合、取り消しの日 

から起算して３年以上経過していること 

④ 障害者雇用促進法と同法に基づく命令その他の 

関係法令に違反する重大な事実がないこと 
 

＊このほかにも条件があります。 

詳細は、厚生労働省ホームページをご覧ください。 

令
和
元
年
度 

障
害
者
の
職
業 

紹
介
状
況
等 

障害者雇用優良中小事業主 

認定マーク 

障
害
者
雇
用
優
良
中
小
事
業
主 

認
定
制
度
を
ご
存
知
で
す
か
？ 


